
 

議案第３６号 

さいたま市建築等関係事務手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

さいたま市建築等関係事務手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和５年２月１日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人   

さいたま市建築等関係事務手数料条例の一部を改正する条例 

さいたま市建築等関係事務手数料条例（平成１３年さいたま市条例第７３号）の一

部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 
事務の種類 手数料の額 

１～２０ ［略］ 
２１ ［略］  
２１の２ 法第５２条第６

項第３号の規定による建

築物の容積率に関する認

定の申請に対する審査 

１件につき ２

７，０００円 

２２～２５ ［略］ 
２６ 法第５５条第３項又

は第４項各号の規定によ

る建築物の高さの許可の

申請に対する審査 

［略］ 

２７～３０ ［略］ 
３０の２ ［略］ 
３０の３ 法第５８条第２

項の規定による高度地区

における建築物の高さの

許可の申請に対する審査 

１件につき １

６０，０００円 

３１～４１ ［略］ 
４２ 法第８５条第６項の

規定による仮設興行場等

の建築の許可の申請に対

する審査 

［略］ 

事務の種類 手数料の額 
１～２０ ［略］ 
２１ ［略］ 
  

２２～２５ ［略］ 
２６ 法第５５条第３項各

号の規定による建築物の

高さの許可の申請に対す

る審査 

［略］ 

２７～３０ ［略］ 
３０の２ ［略］ 
 
 
 

 

３１～４１ ［略］ 
４２ 法第８５条第５項の

規定による仮設興行場等

の建築の許可の申請に対

する審査 

［略］ 



 

４２の２ 法第８５条第７

項の規定による国際的な

規模の会議等の用に供す

る特別の必要がある仮設

興行場等の建築の許可の

申請に対する審査 

［略］                                                                                                                             

４３～５１の４ ［略］ 
５１の５ 法第８７条の３

第６項の規定による建築

物の用途を変更して興行

場等とする建築物の使用

の許可の申請に対する審

査 

［略］ 

５１の６ 法第８７条の３

第７項の規定による建築

物の用途を変更して特別

興行場等とする建築物の

使用の許可の申請に対す

る審査 

［略］ 

５１の７～８０ ［略］ 
 

４２の２ 法第８５条第６

項の規定による国際的な

規模の会議等の用に供す

る特別の必要がある仮設

興行場等の建築の許可の

申請に対する審査 

［略］ 

４３～５１の４ ［略］ 
５１の５ 法第８７条の３

第５項の規定による建築

物の用途を変更して興行

場等とする建築物の使用

の許可の申請に対する審

査 

［略］ 

５１の６ 法第８７条の３

第６項の規定による建築

物の用途を変更して特別

興行場等とする建築物の

使用の許可の申請に対す

る審査 

［略］ 

５１の７～８０ ［略］ 
 

備考 ［略］ 備考 ［略］ 
  

附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、別表第４２項、第４２項の

２、第５１項の５及び第５１項の６の改正は、公布の日から施行する。 


